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泉南市教育委員会会議令和３年第 11回定例会会議録 

 

 

（１）日時・場所 

    令和３年 11月 15日（月） 

    午後３時 00分 開会   午後４時 50分 閉会 

    泉南市役所 第一委員会室 

 

（２）教育委員会出席者 

    古川 聖登   教育長 

    片木 哲男   教育委員会委員（教育長職務代理者） 

    薮内 進    教育委員会委員 

    栁澤 泰志   教育委員会委員 

    太田 淳子   教育委員会委員 

 

（３）事務局出席者の職氏名 

    岡田 直樹   教育部長 

    阪上 浩之   教育部参与 

    大原 崇    教育部参事（人権・ワールドマスターズゲームズ担当） 

    桐岡 秀明   教育部参事兼教育総務課長 

    高山 智史   生涯学習課長 

    野々瀬 祐次  教育部主幹（青少年センター館長） 

    石橋 広和   文化振興課長 

    岩崎 誠    指導課長 

    北口 隆    教育部参事（教職員人事担当） 

    鳴戸 大輔   人権国際教育課長 

 

（４）休憩・遅刻等について 

 

 

（５）会議録署名者の氏名 

    古川 聖登 

    薮内 進 
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泉南市教育委員会会議 令和３年第 11 回定例会 議事日程 

令和３年 11月 15日（月）午後３時 00分 開会 

泉南市役所 第一委員会室 

日程番号 議案等の番号 件     名 

 

 

日程第１ 

 

日程第２ 

 

日程第３ 

 

日程第４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第５ 

 

日程第６ 

 

日程第７ 

 

日程第８ 

 

日程第９ 

 

日程第 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告第１号 

 

報告第２号 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１号 

 

議案第２号 

 

議案第３号 

 

議案第４号 

 

議案第５号 

 

議案第６号 

 

 

開   会 

 

会議録の承認 

 

会議録署名者の指名 

 

教育長報告 

 

事務局報告 

（１）泉南市教育委員会事務局職員の人事異動について 

（２）押印の見直し等に伴う関係教育委員会要綱の一部改

正について 

（３）泉南市の埋蔵文化財行政に関する事務を泉佐野市に

委託することに関する規約の訂正について 

（４）令和３年度全国学力・学習状況調査の結果について 

（５）令和３年度中学校チャレンジテストの結果について 

 

泉南市教育問題審議会委員の委嘱について 

 

泉南市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱または任命

について 

泉南市いじめ問題対策委員会委員の委嘱について 

 

押印の見直しに伴う関係教育委員会規則の整理に関する

規則の制定について 

令和３年度泉南市教育委員会点検・評価報告書（令和２年

度対象）について 

令和４年度泉南市立小・中学校教職員人事基本方針につい

て 
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日程第 11 

 

 

日程第 12 

 

議案第７号 

 

 

 

令和３年度大阪府泉南市一般会計補正予算（教育委員会所

管分）について 

 

その他 

・学校給食アンケート結果について 

・地域の旬の食材を給食で食べよう！「学校給食を通じた

地域産業再生支援事業」について 

・ＪＥＴプログラムメンバーについて 

 



- 4 - 

午後３時 00分開会 

○古川教育長 ただいまから、泉南市教育委員

会会議令和３年第 11 回定例会を開催いたしま

す。 

 出席者が過半数であり、定足数に達しており

ますので、会議は適法に成立いたしました。 

 これより、日程に入ります。 

 日程第１、会議録の承認についてお諮りしま

す。 

 令和３年第１回臨時会会議録は、既に案とし

て委員の皆様に配布いたしており、確認をいた

だいておりますので、原案のとおり承認するこ

とに御異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○古川教育長 全員異議なしと認めます。 

 よって令和３年第１回臨時会会議録は、承認

することに決定いたしました。 

 次に、日程第２、会議録署名者の指名を行い

ます。 

 本日の会議録署名者は、泉南市教育委員会会

議規則第 13 条により、教育長のほかに教育長

において薮内委員を指名いたします。 

 次に、日程第３、報告第１号、教育長報告を

議題といたします。 

（報告開始） 

 秋が足早にとおり過ぎ、冬の足音が近づいて

まいりました。世の中も、依然マスクは外せな

いものの、徐々に明るい兆しを見せています。 

 ６点報告いたします。 

 １点目です。大阪府教育委員会が行う令和３

年度文化の日の表彰の中で、薮内委員と栁澤委

員のお２人が、教育の振興に係る長年の御功績

をたたえられ、教育功労表彰をお受けになられ

ました。授賞式は 11 月５日に大阪市内で執り

行われました。以上、謹んで御報告させていた

だきます。誠におめでとうございました。 

 ２点目です。前回の泉南市教育委員会定例会

にて御審議いただき決定されました泉南市立

小中学校再編計画＜複数案＞につきましては、

その後字句の修正等を施した上で成案とさせ

ていただきました。今後、関係者に御説明を進

めてまいりたく存じます。 

 ３点目です。JET プログラム事業につきまし

ては、「教育長だより 34」にも書かせていただ

いたように、JET プログラムメンバーは各母国

内で渡航を１年以上延期され、日本国内でも２

週間の滞在を経て、順次泉南市に来られており、

各学校等に配置されつつあります。令和３年 12

月末までに合計 22名となる予定です。これで、

全市立小中学校 14 校への常駐が可能となり、

幼稚園などにも巡回が可能となる見込みです。 

 ４点目です。前回の泉南市教育委員会会議令

和３年第 10 回定例会以降に参加した協議会の

報告です。 

 まず、大阪府都市教育長協議会において取り

まとめた国と府への要望書につきましては、教

育長同士で分担、集約し、協議を重ね、大阪府

については、過日説明の上、手交されたと伺っ

ております。コロナ禍や GIGA スクール構想な

ど、時代の変化に対応した教育委員会や学校へ

の支援策を具体的に要望させていただきまし

た。 

 ５点目は、同じく大阪府都市教育長協議会の

秋季研修会の報告です。今回の研修会は、大東

市にて行われました。大東市では、学力向上の

ために、全家庭を対象に「家庭教育支援」を行

っているとのことでした。これは、学校教育だ

けが過度に学力向上の責任を担い過ぎている

との認識の下、学校教育と家庭教育の「担い分

け」をするという「哲学」を持ち家庭を支援す

ることによって学力を向上させたいとするも

のです。 

 具体的には、４点の支援策がございました。

１点目は、アウトリーチ、つまり小学校１年生

の全家庭を訪問して、問題が起こる前に家庭の

課題を把握することによって、問題発生を未然

に防ぐという先手の施策でございました。２点

目は、「いくカフェ」といいまして、保護者が気

軽に集まり、情報交換ができる場をつくられた
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こと。３点目に、子育て講演会を開催し、子育

てに対する意識の高い保護者を中心に学ぶ場

を提供したこと。４点目に家庭教育応援企業登

録制度、企業の CSR（社会的責任）の一環とし

て、従業員への家庭教育の応援、学校や地域へ

の貢献、まちをあげて教育を応援しますという

機運を醸成されたということでございました。 

 現在、学力向上には多少の時間がかかるでし

ょうけれども、コロナ禍を乗り越えて学ぶ場、

情報交換の場等に参加する方々が増えている

ということでございました。 

 ６点目でございますが、昨日、泉南市立文化

ホールにおきまして開催されました、第 34 回

せんなんブラスフェスティバルでございます。

泉南市立中学校４校と泉南市青少年吹奏楽団

による演奏が行われました。コロナ禍により、

昨年度は中止となっており、現中学校３年生も

引退している中での挑戦に私は胸を打たれま

した。 

 また、一緒に見ていた JETプログラムメンバ

ーが泉南市民全員に聴いてほしいと言ってい

たのが大変印象的でございました。一日も早く

そのような日が来ることを私も望んでおると

ころでございます。 

 私からは以上です。 

（報告終了） 

 ただいまの報告に対し、御質問・御意見等は

ございませんか。ないようですので、以上で本

報告を終了いたします。 

 次に日程第４、報告第２号、事務局報告を議

題といたします。泉南市教育委員会事務局職員

の人事異動について、報告があります。 

 岡田教育部長。 

 

○岡田教育部長 令和３年 11 月１日付で人事

異動がございましたので、御報告いたします。

資料を御覧ください。 

 人事異動でございますが、まず課長級では、

教育部参事（総務担当）であった冨士が総務部

参事（固定資産担当）ということで、税務課の

固定資産担当として転出しております。続いて、

山口教育部参事（青少年センター館長）が福祉

保険部障害福祉課長として転出しております。

これに伴いまして、教育部主幹（青少年センタ

ー担当）の野々瀬が教育部主幹（青少年センタ

ー館長）に就いております。 

 それから課長代理級でございますけれども、

総務部総務課主幹兼法制文書係長であった上

柴が、このたび教育部教育総務課課長代理とし

て既に就いておりまして、本日事務局職員とし

て後ろの席に座っておりますので、これからよ

ろしくお願いいたします。 

 次に教育部文化振興課公民館係主任（併）健

康子ども部保健推進課保健推進係主任（ワクチ

ン接種推進担当）であった勘野が、このたび健

康子ども部保健推進課に異動となっておりま

す。 

 裏面には人事異動後の職員配置図がござい

ます。この 11月１日の異動によりまして、教育

部から転出した者が３名、転入した者が１名と

いうことで、令和３年４月現在では教育委員会

事務局職員が 45 名であったところ、43 名に減

となっております。年度途中の令和３年 11 月

１日付でございますが、このような人事異動が

ございましたので御報告申し上げます。 

 以上です。 

 

○古川教育長 ただいまの説明に対し、御質

問・御意見等はございませんか。ないようです

ので、次に、押印の見直し等に伴う関係教育委

員会要綱の一部改正について、教育総務課から

報告があります。 

 桐岡教育部参事兼教育総務課長。 

 

○桐岡教育部参事兼教育総務課長 それでは、

報告第２号、事務局報告（２）押印の見直し等

に伴う関係教育委員会要綱の一部改正につい

て報告させていただきます。 

 まず、全庁的に行政手続の押印廃止に向けて

取組が進められておりまして、教育委員会事務
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局におきましても各課において行政手続に係

る押印の見直しについて検討を行っておりま

す。関係する教育委員会事務局の要綱について、

令和４年１月１日からの施行に向け改正を予

定しておりますので、報告を行うものでござい

ます。なお、教育委員会規則等につきましては

この後、一部改正するための議案を提出させて

いただく予定になっております。また、条例に

つきましては、該当ございませんでした。 

 それでは、要綱改正の一覧を御覧ください。 

 全部で 11 本ありまして、上から生涯学習課

につきましては、泉南市学校建物及び設備使用

要綱をはじめ２本ございます。基本的には、様

式の改正という形になりまして、使用申請する

方の押印欄を削除するものとなっております。 

 ３番目、文化振興課は１本になっておりまし

て、泉南市立図書館きらめきサポーター事業実

施要綱になります。こちらも様式の改正のみと

なっております。 

 指導課につきましては、４番目の泉南市小学

校教育研究会補助金交付要綱から 10 番目の泉

南市幼稚園通園バス利用料の減額に関する要

綱までの７本となっておりまして、各様式の改

正と、７番にあります泉南市児童通学費補助金

交付要綱の本文の改正を行っております。 

 最後、11番目、人権国際教育課につきまして

は、泉南市 JETサポートボランティア登録及び

活動要綱につきまして、様式の改正を行ってお

ります。 

 報告第２号、事務局報告（２）押印の見直し

等に伴う関係教育委員会要綱の一部改正につ

きましては、以上でございます。 

 

○古川教育長 ただいまの報告に対し、御質

問・御意見等はございませんか。ないようです

ので、次に、泉南市の埋蔵文化財行政に関する

事務を泉佐野市に委託することに関する規約

の訂正について、生涯学習課から報告がありま

す。 

 高山生涯学習課長。 

 

○高山生涯学習課長 それでは、私から御説明

させていただきます。前回の泉南市教育委員会

会議令和３年第 10 回定例会で提出させていた

だきました泉南市の埋蔵文化財行政に関する

事務を泉佐野市に委託することに関する規約

について、訂正がございます。訂正箇所につき

ましては、第１条の軽微な文言の修正と附則第

２項が新たに追加されまして、委託事務を処理

するために必要な手続その他の行為は、この規

約の施行前においても、行うことができる。こ

の場合において、当該行為に係る経費の負担に

ついては、泉佐野市長及び泉南市長が協議して

定める。というように追加させていただいてお

ります。 

附則第２項の内容は、令和４年４月１日から

施行されますが、施行前に泉佐野市において事

務所などの準備を行うことができるよう規定

するものでございます。 

 以上です。 

 

○古川教育長 ただいまの報告に対し、御質

問・御意見等はございませんか。よろしいです

か。ないようですので、次に、令和３年度全国

学力・学習状況調査の結果について、及び令和

３年度中学校チャレンジテストの結果につい

て、指導課から報告があります。 

 岩崎指導課長。 

 

○岩崎指導課長 失礼いたします。報告第２号、

事務局報告（４）ということで、令和３年度全

国学力・学習状況調査の結果について御報告を

いたします。 

 資料につきましては、１ページに令和３年度

全国学力・学習状況調査、小学校の結果の概要、

２ページ目が中学校の結果の概要でございま

す。１番に平成 19 年度からの全国学力調査の

数値がございます。経年変化の一覧表を付けて

おります。それから２番は、１番の数値を経年

変化のグラフとして表したものです。それから、
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３番、成果・課題のあった特徴的な設問の結果

ということで、文言の中に全国との差を数値と

して表しております。 

 まず、簡単に小学校の結果の概要を申し上げ

ますと、令和３年度、泉南市の小学校の国語の

平均正答率が 57％ということでございました。

それに対し大阪府は 63％、全国では 64.7％と

いうことでございました。また、算数につきま

しては、泉南市は 67％、大阪府は 70％、全国が

70.2％ということでございました。 

 経年変化のグラフについては、赤色の太線で

表しておりますのは、大阪府の平均値です。

1.000 を大阪府の平均値といたしまして、泉南

市の数値対府比がどれほどあるのかというこ

とを表しております。令和２年度は全国学力調

査が実施されませんでしたので、２年前の平成

31年度の結果から見ますと、大阪府の平均値に

対しては令和３年度、国語、算数ともに低下し

ているという結果となりました。とりわけ国語

については、大きく低下したとなっております。 

 次に、２ページの中学校の結果の概要を御覧

ください。 

 経年変化の一覧表で泉南市の国語の平均正

答率については 55％、大阪府が 62％、全国が

64.6％でございました。数学につきましては、

泉南市が 49％、大阪府が 56％、全国が 57.2％

ということで、大阪府の平均値に対しては、令

和３年度の泉南市の数値は、平成 31 年度に比

べ低下しているという結果になっております。 

 ３ページを見ていただきますと、各校種別、

種目別で分析をしております。 

 まず、小学校の国語の平均正答率は 57％でご

ざいました。これは、全国、大阪府の平均を６

ポイント近く下回っております。１番の正答数

分布を御覧いただきますと、まず三角の折れ線

グラフが大阪府（公立）の正答数を表します。

ひし形の折れ線グラフが全国（公立）の正答数

を表します。棒グラフが泉南市の正答数を表し

ます。 

 泉南市の正答数の特徴としましては、６問か

ら８問目あたりで正答数の割合が多く、特に全

国や大阪府で正答数の割合が高くなっている

10 問、11 問は、泉南市の正答数の割合は、全

国、大阪府を下回っています。 

 ２番の分類・区分集計結果につきましては、

特に丸で囲んでいる数値に関しては、対大阪府

比を 0.1ポイント以上下回るものとなっており

ます。国語につきましては、読むこと、知識・

技能、それから特に記述式の問題においては、

大阪府に比べ大きく下回ってしまったとなっ

ております。 

 考察にありますように、これまでも課題とな

っている「書くこと」、「読むこと」の領域では、

依然として課題が見られます。また、文の中に

おける主語と述語の関係を捉える問題におい

ては、大阪府の正答率との差が大きいというこ

とが見られました。 

 ４ページの小学校の算数につきましては、泉

南市の小学校における平均正答率は 67％で、全

国や大阪府との比較では約３ポイント下回っ

ております。泉南市については、８問から 11問

の回答数が全国や府と比べて多い割合が見ら

れました。２．分類・区分集計結果を見ますと、

特に全国や大阪府に比べ、0.1 ポイント以上を

下回るものはございませんでしたが、下の考察

にありますように、「速さと道のりを基に時間

を求める」問題では、全国や府よりも高い正答

率であったものの、やはり図形の領域であると

か、その他の記述式問題では、大阪府との差が

非常に見られたと思っております。一方で、無

解答率は全国や府に比べ低く、問題を最後まで

解こうとする意欲は見られました。 

 続きまして、５ページ、６ページ、中学校の

国語につきまして、１番の正答数分布を御覧い

ただきますと、５問から７問あたりの正答数が

泉南市としては多く、10問以上の正答数が国や

大阪府と比べると少ない傾向が見られました。 

 考察におきまして、文章に表れているものの

見方や考え方を捉え、自分の持った考えを書く

ことについては大きな課題が見られておりま



- 8 - 

す。また、記述で回答する設問では、条件に合

わせて書くことができていないという課題も

見られております。 

 ６ページの数学におきましても、泉南市の正

答数分布を見ますと、２問、４問、６問の正答

率の割合が多く、12問以上の正答数が全国や府

に比べ少ないという傾向がございます。 

 考察におきまして、「数学的な見方や考え方」

に関する問題や全ての領域で「記述式」の問題

に対して正答率が低いということがございま

す。言語能力の育成とともに基礎的・基本的な

言葉等の知識・理解を深め、文章を読解し、論

理的に自分の考えを書くということを数学、国

語のみならず、言語活動を積極的に推進してい

く必要があると考えております。 

 ７ページは、同時に行われました生活習慣や

意識に関する調査（児童生徒質問紙調査）の結

果です。黄色をつけております項目は、泉南市

が大阪府や全国に比べて高い割合を表してい

る項目、一方灰色をつけている項目は大阪府や

全国に比べて低い割合を表している項目です。

小中学校ともに全国及び大阪府を上回りまし

た項目は下の方で、授業では、課題の解決に向

けて、自分で考え、自分から取り組んでいたと

思うということ、それから自分の考えを発表す

る機会では、自分の考えがうまく伝わるよう、

資料や文章、話の組立てなどを工夫して発表し

ていたと思うということ、それから前年度まで

に受けた授業で、コンピュータなどの ICT機器

を１週間に１回以上使用しているということ

等の割合が高いことが子どもたちのアンケー

トから分かります。つまり、授業は非常に楽し

んで受講しているが、学習内容がなかなか定着

していかないということが泉南市の特徴とし

て表れていることだと思います。 

 ８ページ以降につきましては、令和３年度学

力向上の各種施策について記載しています。

ICT 環境の充実、教職員の授業力の向上、小学

校における専科指導教員の配置、教職員の業務

環境の改善（働き方改革）、少人数指導・習熟度

別指導の実施（個に応じた指導）、続きまして９

ページですが、大阪府学力向上事業の実施とい

たしまして、一丘中学校や一丘小学校で実施し

ている「確かな学びを育む学校づくり推進校

（TM 校）」の取組、また砂川小学校では「スマ

ートスクール実現モデル校（スマスク校）」を行

っております。国際化教育の推進といたしまし

ては、JET プログラム、ALT（外国語指導助手）

等を全小中学校に配置し、小中学校の英語教育

の充実を図っております。小中一貫教育の推進

といたしましては、学力向上担当者による実践

報告と中学校区等での実践交流、読書活動の推

進、デジタル教師用指導書の新規導入、また、

児童生徒用デジタル教科書の活用、小学校外国

語授業教師用マニュアル「SENNAN2020」の作成

と活用を行いました。 

 10ページ、各学校の取組におきましては、各

校に応じた学力向上スタンダードの確立と学

校活性化計画の作成、「めあて・課題」を明確に

した授業改善の徹底、基礎基本の学力を身につ

け、定着されるために、朝学習や放課後学習等

の補充学習や、タブレットドリルの活用、また

家庭学習の推進・工夫等、学校で取り組んでい

ただいております。 

 最後に、調査結果の分析を受けての教育委員

会の今後の方針といたしましては、下線部にあ

りますように、子どもに向き合う時間の確保が

生徒指導の課題も含め、重要度を増していると

考えられます。また、教職員の負担軽減のため

に校務支援等を行うサポーター等の投入、経年

分析ができる民間テストにつきましても他市

同様に実施して指導に生かしていくという体

制につきまして、これらの施策は緊急度が高い

ものと捉え、今後は取り組んでまいりたいと考

えております。 

 長くなりましたが、指導課から令和３年度全

国学力・学習状況調査の結果については以上で

ございます。 

 続きまして、令和３年度中学生のチャレンジ

テスト（３年生）結果一覧につきましては、Ａ
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４の１枚の資料を御覧ください。 

 これは、大阪府が主体となって行われた中学

校３年生を対象としたチャレンジテストでご

ざいます。令和３年９月２日に行われました。

泉南市立中学校の３年生、544 名が受験いたし

ました。 

 結果といたしましては、大阪府の平均点、国

語・社会・数学・理科Ｃ・英語と、それに対す

る泉南市の平均点を示してございます。泉南市

の平均点のうち、大阪府の平均点を超える種目

はございませんでした。経年比較の結果といた

しまして、現在中学校３年生の子どもたちが１

年生、２年生のときは、大阪府の平均点と比べ

てどうであったかということを経年比較の結

果に表しております。 

 国語の平均点につきましては、２年生時で低

下したものの３年生時は大阪府の平均点に近

づいているという結果が見られます。一方で、

英語の平均点につきましては、２年生時には低

下し、３年生時には大阪府の平均点に近づいて

いるものの１年生時に比べ、それ以上上昇して

いないという結果が見られます。 

 通過率についてですが、通過率とは、チャレ

ンジテストにおいて、大阪府の平均正答率７割

以上の問題、つまり大阪府内の７割の生徒が解

答できた問題について、泉南市の平均正答率が

７割以上である問題数の割合を表したもので

ございます。 

 そうしますと、令和２年度子どもたちが２年

生時に受けたテストから通過率を見ますと、令

和３年度は国語・社会・数学・理科・英語にお

いて、各科目の通過率は上昇しているというこ

とが見られました。緩やかではありますが、生

徒の基礎的・基本的な学力が少しでも改善して

いっているのではないかというふうに我々と

しては分析しているところでございます。これ

らについては、今後も検討して取組を進めてま

いりたいと考えております。 

 指導課からは以上でございます。 

 

○古川教育長 ただいまの報告に対しまして、

御質問・御意見等はございませんか。片木委員。 

 

○片木委員 令和３年度全国学力・学習状況調

査の結果についてですが、生活習慣や意識に関

する調査において、家庭生活に係る質問が結構

あるかと思うのです。この結果を保護者と学校

はどういった形で共有しているのか。この結果

を受けて、どういった取組をされたのか、また

これから取組をされようとしているのかお伺

いしたいと思います。 

 

○古川教育長 岩崎指導課長。 

 

○岩崎指導課長 結果については、やはり家庭

の協力なしでは子どもたちの学力はよくなら

ないというようなことで、学校便り等を通じて

発信していただいているということを聞いて

おります。 

 そのほか結果を各学校のウェブページに合

わせて出すとか、ＰＴＡ会議の中で結果を共有

して取組、活動に生かす、またＰＴＡから啓発

活動のような取組をしていただいている学校

もあると聞いております。 

 以上でございます。 

 

○古川教育長 よろしいですか。片木委員。 

 

○片木委員 各学校が学校便りを通じて結果

をお知らせするように聞いていると言われま

したが、私は今まで学校便りを２か月に１回程

いただいておりますが、学校便りを見ても学力

調査の結果を載せている学校は極めて限られ

ております。私が気づく中では、おそらく東小

学校、信達小学校、西信達小学校の３校しか学

力調査の結果を掲載していないのではないか

と、ほかの学校は一切学力調査の結果について

は触れていないという現状だと思っています。 

 先ほど教育長報告の中で、大阪府都市教育長

協議会でも学力問題を学校が抱え過ぎではな



- 10 - 

いか、学校が全部その責任を負っているのでは

ないか、もう少し家庭の協力を得ながら学力向

上に取り組んだらどうかという話があったか

と思います。 

 生活習慣や意識に関する調査は、日々の生活

について問う内容が多くあります。例えば朝食

を毎日食べているかとか、同じぐらいの時間に

寝ているか、起きているか、それから学校の授

業時間以外に１時間以上の勉強をしているか、

学校の授業時間以外にどの程度勉強している

かというと、泉南市の場合は授業時間以外に勉

強をしているという割合が低い傾向にあると

思います。中学生の結果のうち、学校の授業時

間以外に１時間以上勉強している割合が全国

では 77.6％、大阪府は 65.5％、泉南市は 57.4％

で、家庭の在り方を問う問題が多くあります。 

 この内容を、学力向上の切り口にしていかな

いと、学校だけが頑張っているというのか、令

和３年度学力向上の各種施策を見ましても全

てが学校サイドの取組になっており、家庭の協

力を得るという取組は載っていません。この結

果を保護者に知らせるということは、今の段階

では教育委員会も学校もためらう部分がある

かと思います。保護者がこの結果を見ればびっ

くりしてしまうと思います。家庭の協力という

ことを言っているわけですけれども、どこかの

段階で結果を共有していかないといけないの

ではないかと思います。子どもたちは、小中学

校で教育を受け、社会の荒波へ出ていくわけで

す。やはり小中学生の間に家庭の協力も得なが

ら、学校に頑張っていただいて、泉南市は責任

を持って子どもたちを社会に出していくんだ

という気持ちを持っていただきたいというこ

とを、私はもう 10 年程前から言っていると思

います。 

 家庭を巻き込んだ日々の取組がないとなか

なか学力の向上は図れないと思います。生活習

慣や意識に関する調査を家庭と共有できるチ

ャンスはめったにないと思います。こんなチャ

ンスを逃したら保護者に問う機会が私はない

と思います。生活習慣や意識に関する調査を切

り口にして学力向上の第一歩を踏み出してい

ただきたい。学校だけではなく、責任は親にも

あります。教育委員会事務局が校長会を通じて、

結果についてはきちんと学校便りで公表しな

さい、どういう学校便りを出したか教育長に提

出しなさいと言うぐらいの指示を出していた

だきたいと思います。 

 ぜひこの件、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 

○古川教育長 阪上教育部参与。 

 

○阪上教育部参与 御意見をありがとうござ

います。御指摘いただいた件につきましては、

私も長らく片木委員が同様のことを言い続け

ておられ、今年もまたこの状況が繰り返されて

いることに関しまして、非常に申し訳なく思っ

ております。 

 実は、今朝も教育長と懇談している中で、学

校からの情報発信が最近少し弱っているので

はないかということがありました。今週も早速

校園長会がありますので、御指摘いただいてい

るような話も含めて、家庭を巻き込んで取り組

んでいくという発想がないと、子どもの将来に

つながる、テストで得点を取るための力を培っ

ていくというのは難しいと思うのです。そこは

本当におっしゃるとおり、教育委員会事務局か

ら学校に対し、強めに指導、指示はしてまいり

たいと思います。 

 

○古川教育長 よろしいでしょうか。 

 ほかにこの件についてございませんでしょ

うか。栁澤委員。 

 

○栁澤委員 令和３年度中学校チャレンジテ

スト結果の中学校３年生の通過率の箇所で、例

えば令和３年度の中学校３年生の前年比アッ

プが、社会でプラス 28 ポイントと書かれてい

ます。この生徒たちは去年がこういった数字だ
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ということだと思いますが、例えば社会におい

ても単元というのか、２年生と３年生では、学

習内容が異なっていると思うのですけれども、

授業内容の違いによって理解度が深まってい

るのかということをお聞きしたいです。 

２点目は、数学の通過率は、昨年度が０パー

セントでした。もし関数や方程式関係の点数が

伸びているのであればよいのですが、今までよ

りも急に通過率が伸びた理由として、この学年

の生徒が奮起したのか、それとも点数を取る単

元的なものが理解しやすいものだったのか、い

かがでしょうか。 

 

○古川教育長 岩崎指導課長。 

 

○岩崎指導課長 ありがとうございます。おっ

しゃるように、これまで習った問題を出すのが

前提ですので、社会ですと歴史、公民といった

学習内容の違いというのは恐らくあると思い

ます。生徒たちが奮起をして、チャレンジテス

トに向けて頑張れたのかということにつきま

しては、大阪府全体でいわゆる７割以上の正答

率があった問題を泉南市の子どもたちがどう

クリアできたのかということで見ますと、２年

生から３年生になった中で、勉強に対してしっ

かりと取り組んだ結果、基本的な内容の理解が

できているのかなということが見受けられま

す。そのため、子どもたちが頑張っていただい

ているものだと我々は一応分析をしておりま

す。 

 以上です。 

 

○古川教育長 阪上教育部参与。 

 

○阪上教育部参与 令和２年度から令和３年

度にかけて中学校の教科部会で、社会科の先生

方が非常に ICT関係の端末を活用し、授業改善

に取り組んでいるということを聞いておりま

す。そういう意味では、今年の社会科の通過率

のポイントアップ、若干数学・理科に比べると

ポイントアップは低いですけれども、授業を改

善した結果、教員たちは得点の向上につながっ

ているという実感を持っております。あと、英

語については、昨年度は未到着な状況だったの

ですけれども、今年度は JETプログラムの影響

と小学校で英語科が始まっているということ

も授業改善の一つです。授業の中でどうすれば

子どもたちが今日の課題を理解するのだろう、

それを積み上げていくことができるのだろう

ということを考えて、先生方が授業の中で実践

していかないといけないということで工夫さ

れているということが要因としては大きいか

なと感じております。 

 

○古川教育長 栁澤委員。 

 

○栁澤委員 昨年度、学校によって同日に中学

校チャレンジテストをできなかったというこ

とがありました。例えば先ほど御説明いただい

たように目の色を変えて頑張らないといけな

いということはいいことですけれども、プラス

の考え方をしたときにコロナ禍で登校がなく

なることで、タブレットを使用したり、今まで

の教育とは少し変わったと思います。全てがド

ラスティックに変わったわけではないですけ

れども、今までなかったものを組み入れること

によって教育の質の向上が見受けられるなら

ば、そこにまた力を入れてくださると更に子ど

もたちの学力が改善していくのかなと思いま

したがいかがでしょうか。 

 

○古川教育長 阪上教育部参与。 

 

○阪上教育部参与 先日、砂川小学校に JETプ

ログラムメンバーを連れて訪問しました。どの

教室にも大型モニターがあり、授業中はその大

型モニターに授業に関する情報が提示されて

います。子どもたちの英語の授業では、机の上

の狭い範囲の中にタブレット、ノート、教科書

をコンパクトに置いてレッスンを受けていま
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した。先生方に話を聞くと、タブレットと大型

モニターがあるからといって、これを重視した

授業ではないとおっしゃります。従来どおりの

授業の中で、タブレットと大型モニターの効率

的な使い方をしていただいておりますので、そ

ういう意味においては栁澤委員がおっしゃっ

たように、新しい教具を追い風にして、今まで

の授業の中では全員の意見を集約するために

10分の時間をかけていたところ、タブレット端

末を使用すると５分、８分で意見集約すること

が可能になっています。タブレット端末などの

活用方法については、これから更に考えていく

必要があると考えております。 

 

○古川教育長 栁澤委員。 

 

○栁澤委員 私は辞書を引くくせがあります

が、今の子どもたちはスマートフォンですぐに

何でも検索できますよね。辞書は重たいので授

業に持ってこないというか、また自宅で調べて

おきなさいという形で、鉄は熱いうちに打たな

いと結局調べる人と調べない人がいると思い

ます。タブレットの検索機能の便利さで、分か

らない言葉があれば、即検索できるならば、子

どもたちの脳は柔軟だと思うので、目にするこ

とで、知識の習熟につながるような気がします。

全ての物事を、完璧に百個や千個覚える必要は

ないと思います。ドイツ語が分からなかったら

ドイツ語の辞書、韓国語なら韓国語の辞書とい

ったように、辞書というツールを利用するとい

うことが私は勉強の基本かなと思うので、すぐ

に調べられる検索エンジンが常にあるという

ことは、すぐには学力向上の効果は発揮しなく

ても、それを活用し続けて効果がでてくると思

います。また、大型モニターやタブレット端末

など今の時代にあったようなものに力を入れ

ていっていただいて、まだ足らないところがあ

るのだったら手を打っていただけたらありが

たいなと思います。 

 

○古川教育長 阪上教育部参与。 

 

○阪上教育部参与 ありがとうございます。今、

学校で教員としての経験値の浅い先生方が７

割８割を占める中で、模索しながら授業を行っ

ていただいているのですけれども、私も栁澤委

員がおっしゃるように基本的には自分の手で

アナログ的な作業をしないといけないと思い

ます。例えば、中学校だと英単語は辞書で調べ

ましょう、国語についても言葉の意味は極力辞

書を使って調べましょうというように、めり張

りは必要です。それと、情報端末が幾ら便利に

なったからといっても、これからの課題は、情

報活用能力と申しまして、何でも検索エンジン

に入力すればヒットする順番で情報を信頼し

てはいけないということを教員も子どもも学

んでいかないといけない段階になってきてい

ます。 

子どもからしたら国語の時間であっても、目

にする内容が理科的、社会的な内容であったり

します。子どもからすると全ての学びに教科の

隔たりはないのです。そこでどのように情報収

集をして、この情報は信頼に値する内容なのか、

そうでないのかというあたりの判断をこれか

らしていかないといけないだろうと思います。

ただ、冒頭申し上げたように、アナログ的な作

業を反復することで体得していくということ

は、これは欠かせないと考えております。 

 

○古川教育長 ほかにございませんでしょう

か。太田委員。 

 

○太田委員 令和３年度全国学力・学習状況調

査の結果は、先生方には同じような形でお知ら

せいただいているのでしょうか。校長先生は結

果を御存じかと思うのですけれども、実際に子

どもたちに教えられている先生にも同じ通知

が届いているのでしょうか。 

 

○古川教育長 岩崎指導課長。 
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○岩崎指導課長 校長先生方のみならず、全て

の先生方に全国学力・学習状況調査の結果につ

いて情報として周知しております。 

 

○古川教育長 各学校別の結果も周知、活用し

ていただいているということですよね。 

岩崎指導課長。 

 

○岩崎指導課長 はい。表に書いていますが、

この結果というのは、個人票という形で子ども

お一人お一人に手渡されます。ですので、担任

の先生方も含め、どういった結果であるかとか、

学校ごとの平均の割合がどうだったかという

ことも、先生方に共有いただいているというと

ころです。 

 

○古川教育長 太田委員。 

 

○太田委員 ありがとうございます。私も泉南

市の小学校、中学校に子どもを通わせていた保

護者として、なかなか受け入れることが難しい

結果で、例えば私が幼稚園の子どもを持つ親だ

とすると、これから泉南市の小学校に子どもを

通わせるのを考えてしまうのではと思います。

先生方がとても頑張ってくれているとは思う

ので、生活習慣や意識に関する調査でも、先生

方の御指導のおかげでいい結果となっている

項目もあるので、先生方がとても努力してくだ

さっていることは分かります。 

その一方で、これだけ学力が厳しい状況で、

どれだけの先生が本気になって考えてくれて

いるのかなというところが気になります。先ほ

ど岩崎指導課長がお便りとかウェブサイトに

掲載しているとおっしゃっていましたけれど

も、興味をもって見る保護者の方はいると思う

のですけれども、はっきり言ってほとんどの保

護者の方は御存じないんじゃないかと思いま

す。私は、何人かの男の子の保護者に聞くと、

子どもが全然ランドセルからお便りを出さな

いから見たことがない、という話をよく聞きま

す。私は教育委員をさせていただいているので、

学校のテストの結果が気になって、どうだった

のかを子どもに聞きますけれども、本当に知っ

ておかないといけない保護者の方にきちんと

届いているのかなと思います。 

今は対面ではなくタブレット端末等を活用

して、お話できたりするのと思うので、授業参

観の後のクラス会や、オンラインで親御さんと

話をするとか、直接先生とやり取りをしてもら

って結果を伝えていただきたいなと思います。

お便りを渡したら、もうそれでいいということ

ではなくて、きちんと保護者の方と担任の先生

がお話していただくということが、やはり基本

ではないかなと思うのです。 

 もう１点、泉南市は小学校低学年のうちから

学力がなかなか平均に届いていないかなと思

います。ただ、小学校６年生から急に何かをし

ようというのは難しいと思うので、やはり低学

年のうちから子どもさんも保護者の方も、もう

少し勉強に興味を持って取り組むという姿勢

を学校の先生に強力なリーダーシップをとっ

ていただきながら行ってもらいたいなと思い

ます。学年が上がってくると勉強の内容が難し

くなってくるので、低学年のうちからだったら

保護者も子どもさんもすんなり受け入れてい

けるかなと思うので、その辺をもう少し学校の

先生方と話をしてもらって、何か改善していた

だきたいなと思います。 

 

○古川教育長 阪上教育部参与。 

 

○阪上教育部参与 御意見ありがとうござい

ます。片木委員も栁澤委員も太田委員も毎年同

じことを言っていただいていて、それがなかな

か改善できていないということに関しまして

は、本当に申し訳ないと思っております。 

 我々も全国学力・学習状況調査の結果を目に

したときに、一瞬言葉を失った状況でした。コ

ロナ禍とはいえ、日本全国同じ状況で苦しんだ
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中でしたが、本市の子どもがこれだけしか得点

できていないという現実に向き合わないと、何

も始まっていかないと思います。先ほど栁澤委

員の御質問に答えたように、先生たちは授業改

善の取っかかりをつくって、やり始めているの

ですけれども、教育委員会事務局から見ると先

生方の教師としての指導歴の浅さを、どういう

ふうに克服していくかということが今後の基

礎学力や社会性を培っていく力を学校でつけ

ていくための大きな要素かなと考えています。 

例えば、基本的な授業や学校生活のルールと

か、ともすれば急がされがちなことなんですけ

れども、朝、目が合えばきちんと声かけをしま

す、ごみが落ちていたらごみをきちんと拾いま

すという細かなところから学校は学ぶ場であ

り、生活をする場であるというところの徹底を

再度していく必要があるのかなと思います。今

の学校の先生は、大学を出て採用された直後に、

研修期間がほとんどありません。見習いの期間

がないまま、４月からいきなり担任の先生ある

いは教科の先生として教室に立たないといけ

ないため、そういった経験値の浅い先生が教師

としてのノウハウをその時点で完全に身につ

けているかといったらそうではありません。完

全にノウハウを身につけていない状況のまま、

年を経ている先生方が多いとすれば、やはり授

業のめり張りをつけるという指導の基礎にな

ってくるところを本市の先生は一体どの程度

きちっと学校でマネジメントされているのか

なということを見ていかないといけないのか

なと考えています。 

 そのあたりは校長先生方に実際に私が切り

込んでみたいと思いますが、それと併せて学校

だけで情報が完結しているということが非常

にしんどいと思います。学校間によって多少差

がありますから、例えばうちの学校はそうじゃ

なかったから大丈夫だよねということではあ

りません。こういう結果が出ましたよというこ

とを、保護者の方に届くような術を本気で考え

ていかないと、学校だけの努力では一定限界が

あると思うので、このあたりについても改めて

指導してまいりたいと思います。 

 

○古川教育長 よろしいでしょうか。 

 この件について、ほかにございますでしょう

か。 

 それでは、ほかに事務局報告はございません

でしょうか。 

 ないようですので、以上で事務局報告を終了

いたします。 

 次に、日程第５、議案第１号、泉南市教育問

題審議会審議委員の委嘱についてを議題とい

たします。本議案の説明を教育総務課からお願

いします。 

 桐岡教育部参事兼教育総務課長。 

 

○桐岡教育部参事兼教育総務課長 それでは、

議案第１号、泉南市教育問題審議会審議委員の

委嘱について説明させていただきます。 

 本議案は、このたび泉南市教育問題審議会を

開催する当たり、次の方たちを泉南市教育問題

審議会審議委員に委嘱したいと考えておりま

すので、泉南市教育委員会の事務委任等に関す

る規則第２条第１項第 12 号の規定により、承

認を求めるものでございます。 

 一覧につきまして、各委員候補の方のお名前

を読み上げさせていただきます。 

 まず、赤井美由紀氏、新任で備考欄に書いて

おりますとおり幼稚園園長会会長でございま

す。 

 浅野成彦氏、新任で泉南中学校区校長代表で

小学校校長会会長でございます。 

 井内俊文氏、新任で信達中学校区校長代表で

ございます。 

 上中喜美夫氏、新任で泉南市区長連絡協議会

会長でございます。 

 大泉志保氏、新任で一丘中学校区校長代表で

中学校校長会会長でございます。 

 岡田明氏、新任で泉南中学校区保護者代表で

泉南中学校区地区協議会代表でございます。 
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 ２ページ、岡田耕治氏、新任で学識経験者で

大阪教育大学総合教育系特任教授でございま

す。 

 岡本晃氏、新任で泉南市青少年指導員協議会

からの御推薦でございます。 

 川端豊氏、新任で泉南市職員で総合政策部長

でございます。 

 河部優氏、新任で泉南市議会議員で学校等公

共施設調査特別委員会委員長でございます。 

 木村京子氏、新任で西信達中学校区校長代表

でございます。 

 木村信広氏、新任で一丘中学校区保護者代表

で一丘中学校区地区協議会代表でございます。 

 澁谷昌子氏、新任で泉南市議会議員で厚生文

教常任委員会委員長でございます。 

 新保智子氏、新任で信達中学校区保護者代表

で信達中学校区地区協議会代表でございます。 

 髙田一宏氏、新任で学識経験者で大阪大学 

大学院人間科学研究科教授でございます。 

 田畑仁氏、新任で泉南市議会議員で市議会議

長でございます。 

 筑紫繁人氏、新任で西信達中学校区保護者代

表で西信達中学校区地区協議会代表でござい

ます。 

 野澤幸徳氏、新任で泉南市職員で理事兼福祉

保険部長でございます。 

 幡中力氏、新任で泉南市副市長でございます。 

 ３ページ、山上公也氏、新任で泉南市職員で

総務部長でございます。 

 最後、行俊孝郎氏、新任で公募された市民の

方でございます。 

 今回の提案理由といたしましては、泉南市教

育問題審議会審議委員として適任者と認め委

嘱したいので、提案するものでございます。 

 なお、改めまして次ページ４から５ページに

は関係法令といたしまして、泉南市教育問題審

議会条例、それから泉南市教育委員会の事務委

任等に関する規則を添付しております。 

 簡単ではございますが、以上を提案させてい

ただきますので御審議のほどよろしくお願い

いたします。 

 

○古川教育長 ただいまの説明に対し、御質

問・御意見等はございませんか。それではない

ようですので、以上で質問・意見等を終了し、

議案第１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本議案を承認することに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○古川教育長 全員異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号は承認することに決定い

たしました。 

 次に、日程第６、議案第２号、泉南市いじめ

問題対策連絡協議会委員の委嘱又は任命につ

いてを議題といたします。本議案の説明を指導

課からお願いいたします。 

 岩崎指導課長。 

 

○岩崎指導課長 議案第２号、泉南市いじめ問

題対策連絡協議会委員の委嘱又は任命につい

て御提案いたします。 

 泉南市いじめ問題対策連絡協議会等条例第

４条第２項の規定により、承認を求めるもので

ございます。 

 まず、大泉志保氏、新任で泉南市立学校中学

校長会の代表でございます。 

 浅野成彦氏、同じく新任で泉南市立学校小学

校長会の代表でございます。 

 岩﨑実和氏、新任で泉南市立学校の教員代表

で生徒指導部の小学校部代表でございます。 

 島田拓弥氏、同じく新任で泉南市立学校の教

員代表で泉南市立中学校の生徒指導部の中学

校代表でございます。 

 市川克典氏、新任で泉南警察署生活安全課長

でございます。 

 ２ページ、島玲志氏、新任で岸和田子ども家

庭センターの第２相談係長でございます。 

 大濱浩二氏、再任で総合政策部人権推進課長

でございます。 
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 田中克典氏、新任で健康子ども部保育子ども

課長でございます。 

 岩崎誠氏、新任で教育委員会事務局教育部指

導課長でございます。 

 提案理由といたしましては、泉南市いじめ問

題対策連絡協議会委員として適任者と認め委

嘱又は任命したいので、提案するものでござい

ます。 

 ３ページにつきましては、これまでの泉南市

いじめ問題対策連絡協議会委員の名簿をつけ

てございます。４、５、６ページに関しまして

は、関係法令を載せてございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

○古川教育長 ただいまの説明に対し、御質

問・御意見等はございませんか。よろしいでし

ょうか。ないようですので、以上で質問・意見

等を終了し、議案第２号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本議案を承認することに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○古川教育長 全員異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号は承認することに決定い

たしました。 

 次に、日程第７、議案第３号、泉南市いじめ

問題対策委員会委員の委嘱についてを議題と

いたします。本議案の説明を指導課からお願い

します。 

 岩崎指導課長。 

 

○岩崎指導課長 議案第３号、泉南市いじめ問

題対策委員会委員の委嘱について、委嘱の承認

を求めます。 

 提案理由といたしましては、現在の吉田俊治

委員の退任に伴い、泉南市いじめ問題対策委員

会の委員として、適任者として認め委嘱したい

ので提案するものでございます。 

 新たに委嘱される方を申し上げます。町頭桂

子氏、新任で現在公認心理師、臨床心理士でご

ざいます。 

 吉田委員につきましては、現在、泉南市立信

達中学校のスクールカウンセラーとして御勤

務いただいております。３ページから６ページ

にございます関係法令の中で、特に条例第 16条

第２号の調査審議に係る事案について特別の

利害関係を有する委員は、当該会議に出席する

ことができないということで、吉田委員が令和

３年度信達中学校のスクールカウンセラーと

して大阪府から任命されたことによりまして

退任をされるということで、代わりに町頭委員

を委嘱したいということで承認を求めるもの

でございます。 

 以上でございます。 

 

○古川教育長 指導課長、泉南市いじめ問題対

策連絡協議会と泉南市いじめ問題対策委員会

との違いをもう一度簡単に整理してお伝えい

ただけますか。 

 

○岩崎指導課長 先ほどの議案第２号にござ

いました泉南市いじめ問題対策連絡協議会に

つきましては、各学校または関係機関の方々に

いじめの問題に対して大体年に数回協議して

いただきます。 

いじめ問題対策委員会は、弁護士の方、大学

の学識の先生、それから臨床心理士というメン

バーで泉南市教育委員会の求めに応じて年に

１回程度泉南市のいじめの状況に関して、御意

見を賜るという会議体でございます。両委員会

におきまして、委員の先生方の違いがございま

す。 

 現在の議案第３号については、泉南市いじめ

問題対策委員会委員として吉田先生の退任、そ

して町頭先生の委嘱をお願いするということ

でございます。 

 以上でございます。 

 

○古川教育長 栁澤委員。 
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○栁澤委員 議案第３号の次の者を泉南市い

じめ問題対策連絡協議会委員に委嘱ではなく、

泉南市いじめ問題対策委員会委員に委嘱です

よね。 

 

○古川教育長 資料の訂正部分がございまし

たので、第３号の１行目、次の者を泉南市いじ

め問題対策委員会委員に委嘱したいのでと訂

正させていただきます。箇所が違うだけで引い

ている条例は同じということでいいですね。岡

田教育部長。 

 

○岡田教育部長 はい。参照条項が違うだけで、

明確な誤りは議案第３号１ページの本文１行

目の前半部分でございます。 

 

○古川教育長  

 それでは、議案第３号につきまして、御質問・

御意見等はほかにございますか。薮内委員。 

 

○薮内委員 教えていただきたいのですが、臨

床心理士というのはどういった仕事をされる

方なんですか。 

 

○古川教育長 岩崎指導課長。 

 

○岩崎指導課長 ありがとうございます。主に

臨床心理士である方は、例えば学校のスクール

カウンセラーや教育相談を主にされておられ

ます。特に、対生徒に対しての相談業務とか、

地域の病院等でも診療的な面でのサポートを

していただいている方々でございます。 

 以上でございます。 

 

○薮内委員 要するに、心のケアみたいな感じ

ですね。ここに公認心理師と臨床心理士とあり

ます。師と士の漢字はどう使い分けているので

すか。 

 

○古川教育長 岩崎指導課長。 

 

○岩崎指導課長 国の公認心理師という資格

の名前では、師という漢字を使っております。

今年度まで介護士等の福祉に関係した業務を

していただいている方が一定の講習を受ける

ことで公認心理師という資格も認められると

いうことで、来年度以降は大学院等で学んだ学

生さんがこの資格を持って社会に出られると

いうことです。この方も御自分で学ばれて資格

を取られたとお聞きしております。 

 以上です。 

 

○古川教育長 ほかにこの件に関しまして、御

質問・御意見等はございますか。 

 よろしいですか。以上で質問・意見等を終了

し、議案第３号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本議案を承認することに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○古川教育長 全員異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号は承認することに決定い

たしました。 

 次に、日程第８、議案第４号、押印の見直し

に伴う関係教育委員会規則の整理に関する規

則の制定についてを議題といたします。本議案

の説明を教育総務課からお願いします。 

 桐岡教育部参事兼教育総務課長。 

 

○桐岡教育部参事兼教育総務課長 議案第４

号、押印の見直しに伴う関係教育委員会規則の

整理に関する規則の制定について説明させて

いただきます。 

 まず、先ほどの要綱にもありましたとおり全

庁的に行政手続の押印廃止の取組が進められ

ております。それに伴いまして、教育委員会事

務局各課におきましても、押印の見直しについ

て関連する規則をここでまとめて改正するも

のでございます。 
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 提案理由につきましては、押印の見直しに伴

う関係教育委員会規則を整理する必要がある

ことから、本規則を提案するものでございます。 

 ページをおめくりください。２ページから４

ページにわたりまして 12 条建てとなっており

ます。 

第１条、泉南市教育委員会公印規程の一部を

次のように改正する、とさせていただきまして、

様式第２号及び様式第３号中「㊞」という字を

削ります。 

 第２条におきましては、泉南市公の施設に係

る指定管理者の指定手続等に関する条例施行

規則におきまして、様式１号中「印」を削りま

す。 

 第３条、市立学校の学校医等の公務災害補償

に関する条例施行規則におきまして、様式第１

号中「印」を削ります。 

 第４条、泉南市立公民館条例施行規則におき

まして、様式第４号及び様式第５号中「㊞」を

削ります。 

 第５条、泉南市立文化ホール条例施行規則の

一部につきまして、様式第１号及び様式第３号

から様式第５号までの規定中「㊞」を削ります。 

 第６条、泉南市文化財保護条例施行規則につ

きまして、様式第１号及び様式第３号から様式

第９号までの規定中「㊞」を削ります。 

 第７条、泉南市埋蔵文化財センター条例施行

規則につきまして、様式第１号中「㊞」を削り

ます。 

 第８条、泉南市立青少年の森条例施行規則に

おきまして、様式第１号及び様式第３号から様

式第５号までの規定中「印」を削ります。 

 第９条、泉南市立青少年センター及び児童館

設置条例施行規則におきまして、様式第１号中

「印」を削ります。 

 第 10 条、泉南市立市民体育館条例施行規則

につきまして、様式第１号及び様式第６号から

様式第９号までの規定中「㊞」を削ります。 

 第 11 条、泉南市立テニスコート条例施行規

則におきまして、様式第４号から様式第６号ま

での規定中「印」を削ります。 

 ４ページ、第 12条、泉南市民球場条例施行規

則につきまして、様式第１号、様式第２号及び

様式第５号から様式第８号までの規定中「印」

を削ることとさせていただきます。 

 なお、附則におきまして、この規則は、令和

４年１月１日から施行することといたしまし

て、経過措置といたしまして、この規則の施行

の際に改正前の様式による用紙は、当分の間、

所要の調整をすることによりまして使用する

ことができるとしております。 

 なお、参考資料としまして、５ページ、６ペ

ージにおきましては、泉南市教育委員会の事務

委任等に関する規則を添付しております。 

 簡単ではございますけれども、議案第４号、 

押印の見直しに伴う関係教育委員会規則の整

理に関する規則の制定について説明させてい

ただきました。 

 簡単ではございますけれども、御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

○古川教育長 様式の中にある「印」というと

ころを市全体の基準の中で除く改正をするも

のでございます。 

 ただいまの説明に対し、御質問・御意見等は

ございませんか。ないようですので、以上で質

問・意見等を終了し、議案第４号を採決いたし

ます。 

 お諮りいたします。本議案を承認することに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○古川教育長 全員異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号は承認することに決定い

たしました。 

 次に、日程第９、議案第５号、令和３年度泉

南市教育委員会点検・評価報告書（令和２年度

対象）についてを議題といたします。本議案の

説明を教育総務課からお願いします。 

 桐岡教育部参事兼教育総務課長 
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○桐岡教育部参事兼教育総務課長 それでは、

議案第５号、令和３年度泉南市教育委員会点

検・評価報告書（令和２年度対象）について説

明させていただきます。 

 提案理由につきましては、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第 26 条第１項の規定

により、教育委員会の権限に属する令和２年度

の事務の管理及び執行の状況について点検及

び評価を行い、その結果に関する報告書を作成

し、議会に提出する必要があるため提案するも

のでございます。 

 なお、点検・評価報告書を作成するための評

価委員会につきましては、令和３年９月７日、

９月 28日、10月 19日、全３回開催しておりま

す。令和３年度泉南市教育委員会点検・評価報

告書（令和２年度対象）（案）、別冊といたしま

して、令和３年度泉南市教育委員会点検・評価

報告書参考資料（令和２年度対象）をお配りし

ております。 

 それでは、点検・評価報告書（令和２年度対

象）（案）について説明させていただきます。 

 まずページをめくっていただきまして、目次

がございますけれどもⅠ番はじめにから始ま

りまして、Ⅶ番の泉南市教育委員会評価委員会

規則及び評価委員名簿までが大きな流れとな

っております。 

 １ページ、Ⅰ番はじめにで述べておりますこ

ととして、令和３年度泉南市教育委員会点検・

評価報告書（令和２年度対象）とは、教育委員

会が令和２年度に実施した泉南市教育委員会

の所管事務及び事業の具体的施策の中から重

点項目として抽出した 22 の事業を対象として

点検と評価を行ったものでございます。 

 ２ページからは、Ⅱ番として泉南市教育委員

会の事務の管理及び執行の状況の点検・評価の

実施方針についてという形で１番、趣旨、２番、

実施方針を掲げておりまして、３ページには泉

南市教育振興基本計画より転載いたしました

令和２年度の泉南市教育委員会の施策体系を

掲載しております。 

 次の４ページにつきましては、こちらが令和

２年度に実施した事業のうち、今回点検・評価

の重点項目として挙げました１から 22 までの

具体的施策を挙げております。 

 ６ページからにつきましては、Ⅲ番、泉南市

教育委員会についてということで、（１）として

教育委員会の構成、（２）として教育委員会会議

の開催状況を載せております。 

 ページ飛びまして 11ページ、こちらに（３）

といたしまして、教育委員会会議以外の活動状

況を一覧として載せております。 

 13ページ、Ⅳ番、評価調書（令和２年度対象）

として、こちらから 57ページまで評価調書（点

検・評価の重点項目１～22）までのシートを載

せております。 

 具体的に次のページを見ていただきますと、

14、15ページ、見開きで一つの評価調書となっ

ておりまして、まず１番、基本的事項【ＰＬＡ

Ｎ】と書いてあるところで、（１）具体的施策（施

策の概要）を述べまして、（２）前年度までの主

な課題、前年度の評価委員の指摘事項等をまと

めております。 

 ２番、施策の現状把握【ＤＯ】ということで、

（１）活動内容、（２）各種指標値、事業費の推

移を載せております。 

 15ページ、３番、評価【ＣＨＥＣＫ】として、

（１）自己評価と取組の主な成果、（２）泉南市

教育委員会評価委員会の評価と主な意見を載

せておりまして、４番、今後の主な取組【ＡＣ

ＴＩＯＮ】ということで、評価を受けた上で来

年度以降に向けての取組、目標等を掲げており

ます。 

 57 ページ、22 番目の事業まで調書がありま

して、58 ページから 61 ページには泉南市教育

委員会が令和２年度に行いましたコロナウイ

ルス感染症対策事業を一つにまとめておりま

す。 

62 ページからⅤ番として泉南市教育委員会

評価委員会による意見として、（１）から（６）
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の大きな柱、１から 22 の調書について評価委

員からの評価・意見をいただいております。 

 65 ページ、（７）総評で、令和２年度に行い

ました事務事業に対する評価委員会からの意

見をいただいておりますので、読ませていただ

きます。 

 （７）総評、泉南市教育委員会では、教育振

興基本計画の基本理念を実現するため、６つの

基本方針を定め、それに沿って様々な具体的施

策や事業が展開されている。そのうちの重点項

目について、今回意見を述べさせていただいた

が、コロナ禍の影響により、事業の縮小や中止

せざるを得ない状況の中、様々な感染症対策を

講じられ、代替事業を考えられるなど大変な苦

労や努力されたことを、まずもって評価したい。 

 また、教育委員会の各施策に対する自己点検、

効果や課題の整理、今後の方向性の検証が適切

に行われていることは評価できる。 

 教育委員会の各課においては、併せて重点項

目以外の取組についても自己点検を行い、取組

の効果や今後の課題を検証することもお願い

したい。 

 教育委員会が所管する施策は、未来の泉南市

を担う子どもを育てることに直結するので、市

民（保護者）の教育に対する関心や要望、期待

などが大きい。 

 財政状況が厳しい中で限られた予算を活用

し、事業を精選し、喫緊の教育課題に取り組む

など一般的によく努力されているが、時代の変

化に応じてさらなる創意工夫をし、教育環境の

整備を積極的に推進されることを願っている。 

 次年度以降も今年度の効果の高い事業や取

組を継承するとともに、やり残した課題を改善

し、新たな視点で施策を立案して泉南市の教育

行政が充実・発展していくことを期待する、と

してまとめられています。 

 66ページには、Ⅵ番泉南市教育委員会による

令和２年度事業等の点検・評価（総括）を載せ

させていただきまして、67ページにはⅦ番泉南

市教育委員会評価委員会規則及び評価委員名

簿をつけさせていただいております。 

 議案第５号、令和３年度教育委員会点検・評

価報告書（令和２年度対象）についての説明は

以上でございます。 

 なお、今回承認いただきました上は、本書を

もちまして泉南市議会に提出する予定となっ

ておりますので、御審議のほどよろしくお願い

いたします。 

 

○古川教育長 ただいまの説明に対し、御質

問・御意見等はございませんか。 

 少し補足いたしますと、今年は調書ごとにコ

ロナウイルス感染症関係の内容が書いてある

のですが、ぜひ泉南市教育委員会全体として取

り組んだ内容をまとめてはどうかというお話

もございまして、評価調書の後ろにコロナウイ

ルス感染症対策事業のまとめというものを例

年になく付け加えております。 

 あとは、書類だけなく資料も今回つけさせて

いただき、より内容が分かりやすくなっている

ということ、また評価調書自体も前はＡ３判が

中心でございましたが、見やすくＰＤＣＡの記

載も含めて改革を行っております。これは私ど

も教育委員会事務局が自己点検した調書とい

うことで、専門家の御意見を伺って評価のお手

伝いをいただいたということになります。また、

これを案として教育委員会で取りまとめまし

て、これで成案を得ますと、教育委員会で自己

点検・評価しましたということを、泉南市議会

に御報告する予定でございます。これは法令に

よってどの教育委員会も行っているものです。 

 内容についていかがでしょうか。事前にお配

りはしておりましたが、何か気になった点等は

ございますでしょうか。それでは、以上で質問・

意見等を終了し、議案第５号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本議案を承認することに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○古川教育長 全員異議なしと認めます。 
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 よって、議案第５号は承認することに決定い

たしました。 

 次に、日程第 10、議案第６号、令和４年度泉

南市立小・中学校教職員人事基本方針について

を議題といたします。本議案の説明を指導課か

らお願いいたします。 

 北口教育部参事（教職員人事担当）。 

 

○北口教育部参事（教職員人事担当） 失礼し

ます。議案第６号、令和４年度泉南市公立小・

中学校教職員人事基本方針について説明させ

ていただきます。 

 提案理由といたしましては、泉南市教育委員

会の事務委任等に関する規則第２条第１項第

９号の規定により、本方針を改正する必要があ

るため提案するものであります。 

 資料を御覧いただきまして、４ページから６

ページ、新旧対照表をつけさせていただいてお

ります。今回の改正につきましては、年次変更

の部分で令和３年度から令和４年度への変更

というところが主になってきております。 

 この方針につきまして御承認いただきまし

た後、年度末に向けて教職員の人事異動を行い、

学校を活性化させていただきたいと思います

のでよろしくお願いします。 

 以上です。 

 

○古川教育長 ただいまの説明に対し、御質

問・御意見等はございませんか。 

 よろしいですか。以上で質問・意見等を終了

し、議案第６号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本議案を承認することに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○古川教育長 全員異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号は承認することに決定い

たしました。 

 次に、日程第 11、議案第７号、令和３年度大

阪府泉南市一般会計補正予算（教育委員会所管

分）についてを議題といたします。本議案の説

明を教育総務課からお願いします。 

 桐岡教育部参事兼教育総務課長。 

 

○桐岡教育部参事兼教育総務課長 それでは、

議案第７号、令和３年度大阪府泉南市一般会計

補正予算（教育委員会所管分）について説明さ

せていただきます。 

 こちらは、令和３年第４回泉南市議会定例会

において、補正予算を要求するに当たりまして、

教育委員会の意見聴取のため、提案するもので

ございます。 

 ２ページには、令和３年度大阪府泉南市一般

会計補正予算要求案（教育委員会所管分）の総

括を載せております。 

 まず、今回予定しておりますのが、生涯学習

課、歳入が 50 万円、歳出が 208 万 3,000 円。

文化振興課、歳入が 10 万円、歳出が 10 万円。

指導課が歳出のみで 430万 5,000円。以上合計、

歳入が 60 万円と歳出が 648 万 8,000 円となっ

ております。 

 その詳細につきましては、３ページを御覧く

ださい。 

 歳入につきましては、生涯学習課が雑入とし

て 50 万円。これが子ども活動補助金として公

益財団法人ライフスポーツ財団からの補助金

を受けるものでございます。 

 それから２番目、文化振興課につきましては、

社会教育寄附金として 10 万円。こちらは国際

ソロプチミスト大阪－りんくうから図書購入

費の寄附金を受けるものでございます。 

 続けて歳出につきましては、生涯学習課、教

育費のうちスポーツ推進事業として 50 万円。

こちらは、備品購入費を計上するものでござい

ます。 

 同じく生涯学習課、文化財保存活用事業とし

まして 158万 3,000円。こちらは、泉南市・泉

佐野市・阪南市・田尻町による埋蔵文化財調査

に係る事務の広域連携により集約し、泉佐野市

に委託する委託業務料を計上するものでござ
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います。 

 それから３番目、文化振興課、図書館運営事

業として 10万円。こちらは、歳入で受けました

寄附金を備品購入費、図書購入寄附金受領に伴

いまして女性問題に関する図書購入費に充て

て計上するものでございます。 

 最後、指導課につきましては、教育推進事業

として 430万 5,000円。これは、泉南スクール

サポートスタッフ謝礼金として、報償費を 352

万円。需用費として 78 万 5,000 円を計上する

ものでございます。 

 議案第７号につきましては、令和３年度大阪

府泉南市一般会計補正予算（教育委員会所管分）

の予算要求の概要につきましては以上でござ

います。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○古川教育長 ただいまの説明に対し、御質

問・御意見等はございませんか。片木委員。 

 

○片木委員 指導課の歳出についてですが、需

用費の 78 万 5,000 円（学力向上対策用学力検

査）、これは泉南市独自の学力テストの費用と

いうことですか。 

 

○古川教育長 岩崎指導課長。 

 

○岩崎指導課長 片木委員がおっしゃるよう

に、泉南市独自で学力調査をして子どもの学び

の傾向をつかむという目的で行うものでござ

います。 

 以上になります。 

 

○古川教育長 ほかにございますか。ないよう

ですので、以上で質問・意見等を終了し、議案

第７号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本議案を承認することに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○古川教育長 全員異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号は承認することに決定い

たしました。 

 次に、日程第 12、その他といたしまして、学

校給食アンケート結果について及び地域の旬

の食材を給食で食べよう！「学校給食を通じた

地域産業再生支援事業」について、教育総務課

から説明があります。 

 桐岡教育部参事兼教育総務課長。 

 

○桐岡教育部参事兼教育総務課長 それでは、

その他案件の（１）と（２）をまとめて報告さ

せていただきます。 

 学校給食アンケート結果につきましては、調

査期間令和３年９月 21 日から 10 月８日まで、

小学校の４年・５年・６年生と中学校の１年・

２年・３年生を対象として行ったものでござい

ます。 

 その結果につきましては、小学校については

２ページから４ページ、中学校については５ペ

ージから７ページに載せておりまして、それぞ

れのアンケート項目の平成 30 年度から令和３

年度までのポイントの推移を８、９ページに載

せております。 

 基本的に満足している、満足していないとい

うデータを取りまとめた上で、小学校・中学校

ともにお配りした資料に載せております。８ペ

ージ、小学校の給食満足度につきましては満足

しているが 93％、満足していないが７％という

ことで、やはり平成 30 年度から給食に満足し

ている児童の割合が徐々に増えてきて満足度

が高いまま維持しているものと考えておりま

す。 

 中学校につきましては９ページ、小学校と同

じ質問ですけれども、中学校の給食について令

和３年度で 63％が満足、37％が満足していない

ということで、大きく満足が上回る形となって

おります。 

 こちらにつきましては、学校給食会献立委員

会がアンケート等を取った結果をもちまして、
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日々給食の内容の改善に取り組んできた成果

かなと考えておりますので、中学校につきまし

てもこれに満足することなく、小学校の給食の

満足度と同様に 93％程度まで向上させられる

よう給食の改善に取り組みたいと考えており

ます。 

 続きまして、給食の改善の取組の一環ではご

ざいますけれども、チラシをつけております、

学校給食を通じた地域産業再生支援事業の取

組でございますけれども、こちらは新型コロナ

ウイルスの拡大に伴いまして、市内の事業者が

被害を受けているということで、地域事業者を

支援するため泉南市内の農林水産品、関連する

加工品を使用した学校給食を提供することに

よりまして、地域産業の再生と振興を図り、さ

らには児童生徒へ地域産業の理解を深めて食

育を推進するという２点を目的としておりま

す。 

 令和３年 11 月からこのメニューの給食提供

が始まり、令和４年２月まで中学校・小学校と

もにこれらの泉南市の食材を使ったメニュー

献立を提供していきたいと考えております。こ

ちらのチラシにつきましては昨日、保護者全員

に配布させていただくことになりました。今後

改めてこの事業の結果として、どれほどの残さ

率となるか等によってその成果を図っていき

たいと考えております。 

 学校給食の報告につきましては、以上２件で

ございます。 

 

○古川教育長 ただいまの説明に対し、御質

問・御意見等はございませんか。よろしいでし

ょうか。 

 次に、JET プログラムメンバーについて、人

権国際教育課から説明があります。 

 鳴戸人権国際教育課長。 

 

○鳴戸人権国際教育課長 失礼いたします。泉

南市 JETプログラムメンバー一覧表を作成いた

しました。お配りした資料を御覧ください。 

 先月まで受け入れているメンバーの御案内

はさせていただいているところですが、これま

で受け入れたメンバー、今後受け入れていく予

定メンバーを一覧表として作成させていただ

いています。今回は愛称についても記載してい

ます。愛称とは別で名前の欄についても一旦片

仮名表記させていただいているのですが、今後

泉南市での任用が始まってから片仮名表記の

最終確認をさせていただき、また変更が出てく

る場合もあるかと思いますが、その際には随時

表を更新させてもらう形で進めていけたらと

思っております。 

 お配りしております資料の表で上から３番

目、SEA（スポーツ国際交流員）が、先日一身上

の都合で退職したいという意向を伺いまして、

令和３年 11 月９日付で退職ということになっ

ておりますので、それも併せて御報告させてい

ただきます。 

 人権国際教育課から以上です。 

 

○古川教育長 ただいまの説明に対し、御質

問・御意見等はございませんか。 

 それでは、以上で本日の日程は全て終了いた

しましたが、これまでの報告、議案のほかに、

御質問、御意見等はございませんか。 

 ないようでしたら、次回、泉南市教育委員会

会議令和３年第 12 回定例会の日程について、

お諮りしたいと思います。 

 原則第３火曜日の前後としておりますので、

12 月 21 日の火曜日前後になりますが、日程に

ついて教育総務課から提案をお願いいたしま

す。 

 桐岡教育部参事兼教育総務課長。 

 

○桐岡教育部参事兼教育総務課長 12 月につ

きましては泉南市議会の関係もございますの

で、まずは 20 日の月曜日、21 日の火曜日、そ

れから 23 日の木曜日、24 日の金曜日の開催で

日程調整をお願いいたします。 
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（日程調整） 

 

○古川教育長 それでは、次回の教育委員会定

例会の開催日時は、令和３年 12月 20日の月曜

日の 15時からといたします。 

 以上をもちまして、泉南市教育委員会会議令

和３年第 11回定例会を閉会いたします。 

 長時間ありがとうございました。 

午後４時 50分閉会 

 

署 名 （           ） 

    （           ） 


